
事  務  連  絡  

平成22年2月12日  

都道府県  

各 市町村  介護保険主管課（室） 御中  
広域連合  

厚生労働省老健局介護保険計画課  

介護保険制度の保険者事務等に係る簡素合理化に関する意見聴取について（依頼）   

日頃より介護保険制度の円滑な実施にご尽力賜り厚く御礼申しあげます。   
さて、現在、当課では、介護保険に係る保険者事務等について、事務負担軽減の観点か  

らその見直しを考えております。   

その作業に当たっては、長妻大臣からの「現状を十分把握した上で、必要な見直しを行  
うように」との基本方針及び「先般の大臣発言（22．1．23）」（別添）を受け、まず、畳塵  
険者等の皆様から、和恵・改善のため意見等現状把握を行い、これを路まえし  

所要の見直しを検討したいと思っております。   

つきましては、別紙1「今回ご意見をお伺いする介護保険の保険者事務等について」を  
ご参照いただき、該当する事務について、別紙2「介護保険制度の保険者事務等簡素化に  
係る意見・提案シート」にご意見等をご記入いただきますようよろしくお願いします。  

※ 別紙1の項目ごとlこエクセルシートが分力、れております。お手数ですが、該当する事   
準のご意見について、項目ごとI二書き分けていただけると幸甚です。  

各都道府県におかれましては、柵村等カ、ら提出いただきました意見シーート及び都道府  
県事務に関する意見を合わせて、平成22年3月12日（金）までにメールにてご提出り  

ただきますようよろしくお願いします。  

なお、利用者・事業者・従事者等の方々に対しましては、別途厚生労働省ホームページ  
の意見募集（URL：http‥／／www．mhlw．go．jp／public化osyuu／index・html）において意見募集を行  

っていることを申し添えます。  

（提出先・連絡先）   

厚生労働省老健局介護保険計画課   

企画法令係 遠坂 長盛  
電話：03－3595－2890  

e－mail：nagahama－yaSuhito＠mi11w・gOjp   



男Ij 添  

長妻厚生労働大臣発言要旨（平成22年1月23t］）  

【介護保険制度の事務手続、書類の見直しの検討について】  

介護保険制度に関する申請書類や申請の証明等がかなり煩雑であり、必ずしも  
必要ないと思われるものもあるのではないかという御指摘もあるので、ホームペ  
ージなどで皆さま方の御意見もお聞きして、今年半ば以降に一定の改善策を提示  
することを考えている。  

Ⅷ才   



（別紙1）  

今回ご意見をお伺いする介護保険の保険者事務等について  

1．保険者事務  

①被保険者の資格管理に関する事務（例えば、被保険者台帳の作成、被保険者証   
の発行に関する事務など）  

②保険給付事務（例えば、高額介護サービス費等の支給事務、食費・居住真に係   
る低所得者の負担軽減に関する事務など）   

③保険料の賦課・徴収事務  

④事業所・施設に関する事務（例えば、地域密着型サービス事業所等の指定など）  
⑤要介護認定に関する事務（例えば、申請から認定までに関する事務、認定に   

必要な書類に関することなど）  

⑥介護予防事業に関する事務（例えば、介護予防特定高齢者施策、介護予防一   
般高齢者施策に関する事務など）   

⑦その他  

2．都道府県事務  

①市町村支援に関する事務（保険者への支援、広域連合等との調整など）   

②事業所・施設に関する事務（例えば、事業所・施設の指定など）   

③介護支援専門員の登録等に関する事務（例えば、介護支援専門員の登録の管理  

など）   

④不服審査に関する事務   

⑤その他   



ひと、くらししみういのために  

厚生労働写  
紬涌け狛尤紺．しahoJrコ「た鵠■武1己re  野㌢eSS謁e竃ease  

平成22年2月24日  

老健局総務課企画法令係  

電話（代表）03（5253）1111  

内線3909・3919  

（直通）03（3591）0954  

報道関係者各位  

介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集について   

介護保険制度は平成12年に創設されてから、10年を経過しました。   

厚生労働省では、今後の高齢化の進行を踏まえ、国民の皆様から介護保険制度へ  

のご意見・ご要望を把握させていただきたいと考えております。   

つきましては、厚生労働省ホームページの意見募集のページ（U R L 二  

http二／／www．mhLw．go．jp／public／bosyuu／iken／plOO219Ml，htm［）に別添を掲載し、広  

く利用者、事業者、従事者、自治体等関係者の皆様のご意見を募集することといた  

しましたので、お知らせします。   



介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集   

平成22年2月24日  

厚生労働省老健局総務課   

介護保険制度は平成12年に創設されてから、10年を経過しました。   

厚生労働省では、今後の高齢化の進行を踏まえ、国民の皆様から介護保険制度への様々な  

ご意見・ご要望を把握させていただきたいと考えております。   

このため、広く利用者、事業者、従事者、自治体等関係者の皆さまから制度へのご意見を  

以下のとおり募集いたします。   

なお、ご提出いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ  

ご了承ください。  

記  

1．募集期間  

平成22年2月24日（水）～3月31日（水）（郵送の場合は同日必着）  

2．提出方法   

○ 電子メールの場合   

・kaigobosyuu＠mhlw・gOjpまでお寄せください。  

t メールの題名は「介護保険制度への意見募集」として下さい。  

ご意見につきましては、必ず以下に示す様式に記入の上、ファイルを電子メールに  

添付して提出していただきますようお願いいたします。  

○ 郵送の場合  

・ 送付先：〒100－8916 東京都千代田区霞が関1－2－2 厚生労働省老健局総務課あて  

・ 封筒の表には、朱書きで「介護保険制度への意見募集」とお書きください。  

・ 郵送による場合も、ご意見につきましては必ず以下に示す様式に記入の上、提出し  

ていただきますようお願いいたします。  

O FÅXの場合  

・ 送付先：03－3503－2740 厚生労働省老健局総務課あて  

・ 題名等は「介護保険制度への意見募集」としてください。  

・ FAXによる場合も、ご意見につきましては必ず以下に示す様式に記入の上、提出  

していただきますようお願いいたします。  

3．様式  

ーl－   



○ ワードファイル：こちらをクリック  

O PDFファイル：こちらをクリック  

4．留意事項  

ご提出いただくご意見については、日本語に限ります。  

また、個人の方は氏名・住所・職業を、法人等の場合は法人名及び所在地を、それぞ  

れ記載してください。ご提出いただきましたご意見については、氏名（法人名等）・住  

所（所在地）・電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性があること  

を、あらかじめご承知おきください。  

ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は  

法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を  

伏させていただく場合もあります。  

－2＿   



介護保険制度に関する国民の皆さんからのご意見募集   

介護保険制度は平成12年に創設されてから、10年目を迎えております。厚生労働省では、  

今後の高齢化の進行を踏まえ、国民の皆様から介護保険制度への様々なご意見・ご要望を  

聴取したいと考えております。   

以下の質問事項に回答いただき、また自由記入で制度へのご意見をいただければと思い   

ます。なお末尾に参考として現在の介護保険制度の状況を添付しました。ご参考にお読み   

いただいて回答いただけると幸いです。   

‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾■‾■‾‾－‾‾‾‾■‾－‾‾‾‾‾－【■‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾－■‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾－‾‾－‾‾‾‾‾■‾■ ‾‾‾－‾●‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘－‾‾●‾‾●‾－●‾‾‾  

l  

l  

：提出者氏名（法人等）：（  

；住所（所在地）  ‥（  

職業  ‥（  

l  

；メールアドレス   ：（  

※上記記載は匿名でも結構です。  

問1－1あなたの年齢・性別をお何いします。  

（性別）［コ1．男  ⊂］2．女  

（年齢）□1．20歳代 口2．30歳代 □3．40歳～64歳 □4．65歳～74歳  

⊂】5．75歳以上  

問1－2 現在のあなたの介護保険サービスの利用状況やお仕事についてお何いします。   

あてはまるものすべてを選択して下さい。  

□1．現在要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用している。（過去に利用していた   

場合を含む。）  

ロ2．利用している家族がいる。（過去に家族が利用していた場合を含む。）  

［コ3．自分も家族も利用していない。  

ロ4．現在介護の仕事に従事（介護従事者、介護事業者）している。（過去に従事していた   

場合も含む。）  

ロ5．現在自治体（都道府県、市町村）で介護保険関係の部署で勤務している。  

問2－1 現在の介護保険制度は平成12年に創設され、別紙のような実施状況になってい   

ます。これをお読みになって、介護保険制度への評価としてあなたのお考えに近いもの   

を一つ選択してください。  

□1．大いに評価している  

□2．多少は評価している   



ロ3．あまり評価していない  

□4．全く評価していない  

［］5．何とも言えない  

問2－2 介護保険のサービスのうち、下記の各サービスについて、 ご意見やご要望があ   

ればご記入下さい。（自由記入）  

（D訪問介護（ホームヘルプサービス）  

（  

（∋訪問看護  

（  

③適所介護（デイサービス）  

（  

④適所リハビリテーション  

（  

⑤短期入所生活介護（ショーートステイ）   

－ 
－   

⑥特定施設（有料老人ホーム）  

（  ）  

⑦認知症共同生活介護（グルーープホーム）  

（  

⑧小規模多機能型居宅介護  

（  

⑨特別養護老人ホーム  

（  

⑲老人保健施設  

（  

⑪介護療養型医療施設（介護療養病床）  

（  ）  

⑫居宅介護支援事業（ケアマネジャーによるケアマネジメント）  

（  ）  

⑬その他（訪問リハビリテーーション、居宅療養管理指導など）  

（  ）  

間2－3 介護保険制度が創設されてどのような効果があったと考えますか。①～⑤につ   

いてのあなたの考えを1～3から一つ選択してください。  

①家族の負担が軽くなった  

［］1．そう思う   



□2．どちらともいえない  

□3．そうは思わない  

②サ」ビスの質がよくなった  

□1．そう思う  

［コ2．どちらともいえない  

□3．そうは思わない  

③サービスや事業者を選択しやすくなった  

□1．そう思う  

⊂］2．どちらともいえない  

□3、そうは思わない  

④在宅生活を維持できるようになった  

［コ1、そう思う  

□2、どちらともいえない  

⊂］3、そうは思わない  

⑤社会的入院が減った  

□1，そう思う  

［コ2．どちらともいえない  

ロ3．そうは思わない  

⑥仕事を続けることができるようになった  

□1．そう思う  

□2，どちらともいえない  

［コ3．そうは思わない  

⑦負担（保険料や利用料）が増えた  

⊂］1．そう思う  

□2．どちらともいえない  

［］3．そうは思わない  

問3－1 あなた自身が介護が必要になった場合の介護の希望を伺います。下記の中から   

一つ選択して下さい。  

□1．自宅で家族中心に介護を受けたい。  

□2．自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい。  

［コ3．家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい。  

⊂］4．有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けたい。  

□5，特別養護老人ホームなどの施設で介護を受けたい。  

□6．医療機関に入院して介護を受けたい。  

［］7．その他   



間3－2 上記について、 あなたの両親など家族について介護が必要になった場合の希望   

を伺います。下記の中から－一つ選択して下さい。  

□1．自宅で家族中心に介護を受けさせたい。  

口2．自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けさせキい。  

□3．家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けさせた  

い。  

□4．有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けさせたい。  

ロ5．特別養護老人ホームなどの施設で介護を受けさせたい。  

［］6．医療機関に入院して介護を受けさせたい。  

□7．その他  

問4－1介護職についてお聞かせ下さい。あなたの介護職についてのイメージに近いも   

のはどれですか。（複数選択可）  

□1．やりがいのある仕事である。  

［コ2．自身も成長できる仕事である。  

D3．夜勤など仕事がきつい  

□4，給与水準が低い  

［コ5．職場の人間関係が難しい  

□6．将来に不安がある  

問4－2 あなたは介護職に就いてみたいですか。お子さんがいらっしやる場合はお子さ   

んに介護職に就かせてみたいですか。  

■「∴ そう思う  

… 
2．どちらともいえない  

て3．そうは思わない  

高齢化の一層の進行により、15年後の2025年（平成37年）には75歳以上   

人口が約2倍近くになり、現在の給付水準を維持する場合でも、保険料も現在の2倍近   

くになるものと試算されます。こうした中で介護保険制度へのご要望やご意見を伺いま   

す。当てはまる事項を選択して下さい。（複数選択可）  

コ1．夜間を含めた24時間対応の在宅サービスを充実してほしい。  

口2．施設待機解消のための施設整備を促進してほしい。  

ロ3．バリアフリー住宅の整備や住宅改修を推進してほしい。  

□4．認知症対応のサービスを充実してほしい。  

［′「ニラ，運動器の機能向上や栄養改善などの介護予防のサービスを充実してほしい。  

L＿＿56．保険料や利用料（1割）の軽減措置をさらに充実してほしい。  

［］7．今後の保険料負担増をできるだけ抑えるためにも、軽度の方は保険ではなく自費で   



サービスを利用すべき。  

□8．今後の保険料負担増をできるだけ抑えるためにも、利用料の自己負担割合を引き上   

げるべき。  

口9．現在介護保険の被保険者となっていない40歳末満の若年層も加入するようにして   

保険料せ払ってもらうべき。  

［コ10．介護人材の確保のため、賃金アップなど処遇改善を図るべき。  

口11．要介護認定など利用者の手続きの簡素化を進めてほしい。  

□12．介護報酬請求など事業者の手続きの簡素化を進めてほしい。  

□13．医療や介護サービス利用にかかる絡一的な相談窓口の設置、相談体制を強化してほ   

しい。  

［コ14．介護従事者であっても、たんの吸引など基礎的な医療的なケアを実施できるよう   

にしてほしい。  

問6 介護保険サービスの費用負担についてあなたの考えに最も近いものを下記の中から   

一つ選択して下さい。  

［］1．現在の介護サービス水準を維持するために必要な保険料引上げであれば、やむを得   

ない。  

⊂］2．現在以上に介護サービスを充実するために、上記1よりもさらに保険料が引き上げ   

られてもやむを得ない。  

［コ3．保険料を現状程度に維持することが重要であり、そのために介護サービスが削減さ   

れてもやむを得ない。  

⊂］4．わからない。  

問7 その他、介護保険制度へのご意見、ご要望がありましたら自由にご記入下さい。  

（  ）   



介護保険制度について（概要）  

○ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化   

など、介護ニーズはますます増大した。この一方、核家族化の進   
行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族   

をめぐる状況も変化していた。   

→ このため、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして  

平成12年4月に介護保険制度を創設。  

○ 介護保険の仕組みは以下のとおり。  

① 被保険者が介護保険料を保険者（市町村）に納付する。  

② 被保険者が介護を必要として介護保険サービスを利用した場   

合に、利用者の自己負担額をサービス利用に要する貴用の1割と  

し、残りの9割は介護保険財源から支払われる。  

○ 介護保険制度の対象者、受給要件については、以下のとおり。  

第1号被保喉老   第2号被保険者   

対 象 者   65歳以上の方   
40歳から64歳までの  

療保険に加入している方   

・要介護状態  

（；寝たきり、認知症等で介護か  諾、要支援状態か、末期がん・  

受給要件  必要な状態）   リウマチ等の加㌫に起因する  

・要支鴇状態  （特定疾病）による場合に限定   

（日常生活に支援か必要な状態）  

保喉料負担   
市町村が徴収   保険者が医療保険の保険料と  

（原則、年会から天引き）   徴収   

○介護保険財源は、公費50％・保険料50％で運営している。  

50％  50％   



○ 介護保険制度が創設された平成12年から平成21年予算までの   

介護にかかる費用は2倍強に増加。それに伴い、65歳以上の方に   

対する介護保険料も4，160円（（全国平均）標準月額）になってい   

る。  

×象空費用とは、介議給∩膏と自己鋸旦（1割〉の合計であう。  

H12年度実績  Hl3年質実績 H14年度実績 H15年度実絹  H18年度実績 H17年度実績  H18年度実績 H19年腰桶正徳 H20年度補正後 H21年震予貫  

第1期（H12～14年度） 第2期（H15～17年度） 第3期（H18～20毎度） 第4期（H21～23年度）  

○ 介護保険を活用して利用できるサービスは以下のとおり。   




